
件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区ポータルサイト運用保守業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匿司、その他^ロ

選定理由

区のDXを推進する上での柱となるシステムである千代田区ポータ

ルサイトを正常かつ良好な状態で常に稼働させ、区民に安心して利用し

ていただくため、運用保守業務をシステムの構築事業者が行う。

1 プロポーザノレ年度令和4年度

(令和4年10月26日付4千政IT発第 169号令和4年度構築、

令和5年度運用開始)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条4号

3 継続年数 3年

良好な業務成績のため(令和7年度拡充)4 評価

プロポーザル実施時に要求水準等説明書に令和4年度構築業務を受

託した事業者に令和10年3月31日までの期間運用保守委託を行うこ

とを想定している旨記載している。

構築業務成績は良好なため、令和7年度においても下記事業者を契

約の相手方に指定する。

.ξ"Y

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

デロイトトーマツコンサルティング合同会社

東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング

担当課

7年 q月/ロ令和

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する1 律」に定める公表項目に

対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

根拠規程

1/ 1BO0クタ円 (消費税を含む)

令和7年4月1日から令和8年3月31日

政策経営部デジタル政策課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



件 名

種

千代田区立高齢者総合サポートセンター諸室管理・案内システムの

保守業務

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

類

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要

選定理由

本業務は、27千保在支発第241号で導入が決定した「千代田区立高

齢者総合サポートセンター諸室管理・案内システム」について、その

システムが適切に稼動することを目的として、保守に係る業務を委託

する。

1 既諸室管理・案内システム機器は、平成27年度に下記事業者によ

り導入したものである。

2 本業務における機器、設備の維持管理で、既設の機器、設備と密

接不可分の関係にあり、同一者以外では責任区分が不明確になり、

また、故障発生時の原因究明、故障修理など対処が困難になるなど

業務履行が達成できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

20 1

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

株式会社ナカヨ東京本社

東京都港区港南一丁目7番18号

A-PLACE品川東7階

担当課

7年4月1令和

根拠規程

0との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているの、で、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

保健福祉部在宅支援課

U2 Q020

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

円 W肖費税を含む)

物品:物 也イそ@口

名
住
称
所



件 名

種

工事場所

(工事案件のみ)

庁内設置用キオスク端末の保守他業務(総合窓口課、麹町、富士見、

神保町、神田公園、万世橋及び和泉橋出張所分)

類

特命随意契約理由書

概

物

選定理由

要

委託

キオスク端末を常に正常かつ良好な状態に保ち、滞りなく業務処理

が行えるようにするため、当該システムの運用保守を行う。

本システムの運用においては、機器のメーカーである下記事業者が新

データーセンターを設置し、国、区と相互にデータ通信を行う。

本件システムの保守業務については、既設の機器、設備、情報処理

システムと密接不可分の関係にあり、同一者以外では責任区分が不明

確になり、また、故障発生時の原因究明、故障修理など対処が困難に

なるなど業務履行が達成できない。

上記理由により下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

4斗g

※契約金額

名称

契約期間

住所

シャープマーケティングジャパン株式会社

東京都港区芝浦一丁目2番3号

担当課

ワ年りヨ 1令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

'、^

地域振興部総合窓口課

q βかIP

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

円(消費税を含む)

品



件 名

種

特定建築物定期調査報告に係る予備審査及びデータ管理等に関す

る業務

類

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品・託その他口
ロロ

選定理由

建築基準法第12条第1項の規定に基づく、特定建築物定期調査報

告を円滑かつ効率的に実施するために、報告書の予備審査及びデータ

管理等に関する業務を行う。

定期報告制度の予備審査等の体制は、昭和46年通達「建設省住指

発第918号・定期報告制度運営要領」に基づき整備されてきた。

当該法人は、各都道府県の区域ごとに、特定建築物定期調査報告代

行業務の受託等をおこなう団体として設立された法人であり、平成

10年7月に設立されて以来、区の指導・協議のもと本業務を行って

いる。現在のところ、この団体以外に当該業務を行う団体は存在し

なし、。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

ゞκ

※契約年月日

円(消費税を含む)※契約金額

称 公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

東京都新宿区西新宿7-フ-30

小田急西新宿0-PLACE 2F

契約期間

所

担当課

Y "/令和 ?年

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

及6づ,dゞ0
鷲4イ・Hf契約のため、契約金額は支出限度額

令和7年4月1日~令和8年3月31日

環境まちづくり部建築指導課

地方自治法施行令第167条の2第1項第ヲ号

日

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

飯田橋・富士見地域のまちづくり検討支援業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(委邑)その他

要 本業務は、飯田橋駅周辺の地域で設立された飯田橋・富士見地域ま

ちづくり協議会や関連会議等において、資料の内容の検討及び作成、

また円滑な運営の補助を行うものである。

令和7年度については、飯田橋§尺東口北側の歩行者を中心とした広

場空間の検討や地域全体のエリアマネジメントのあり方検の熟度を

高めていくなど、当地域においてこれまで検討されてきたガイドラインや

駅整備構想等について深度化・更新を図るとともに、まちが更新されていく

先を見据えてエリアマネジメント等について検討していくための支援を行

選定理由

つ。

1 プロポーザル年度令和6年度

(令和6年9月9日付 6千環地ま発66号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条第6号

3 継続年数 2年目

4 評価良好

良好な業務成績のため、引き続き令和7年度においても下記業者を

契約の相手方に指定する。

gq,8

契約の相手方

※契約年月日

ーノ

※契約金額

名称株式会社日建設計

契約期間

住所千代田区飯田橋二丁目18番3号

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

/_ロ7年 q月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

環境まちづくり部地域まちづくり課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/ 9ゞ60000 円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

放置自転車管理システムの保守管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匿詔、その他

選定理由

当区が構築した、放置自転車等管理システムが適切に稼働させるこ

とにより、放置自転車の撤去作業や撤去した車両の管理を効率的に行

うことを目的とする。

下記業者は、令和3年度契約案件(契約番号794号)として見積競争

によりシステム構築業者として選定された事業者である。同システムの

保守は、構築事業者以外に適切に行うことができないため、契約の相手

方に指定する。

契約の相手方

シ26

※契約年月日

※契約金額

契約期間

株式会社ヒューマン・インダストリアノレ・デザイン

大分県臼杵市大字臼杵706番

担当課

ワ年4月令禾口

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日~令和8年3月31日

環境まちづくり部環境まちづくり総務課

司02 &740

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

(
ノ

名
住
称
所



件 名

種

防火設備定期検査報告に係る予備審査及びデータ管理等に関する

業務

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物 物品・三その他

要

選定理由

建築基準法第12条第3項の規定に基づく、防火設備定期報告を円

滑かつ効率的に実施するために、報告書の予備審査及びデータ管理等

に関する業務を行う。

昭和46年通達「建設省住指発第918号・定期報告制度運営要領」に

基づき、定期報告制度の予備審査等の体制は整備され、建築基準法改

正に伴い平成28年6月に「防火設備定期検査報告」制度が新設され

た。

当該法人は、都内各特定行政庁の委託を受け、防火設備定期検査報告

代行業務を行っている唯一の団体である。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

q / 2、

その他工事

※契約年月日

円(消費税を含む)※契約金額

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

東京都新宿区西新宿7-フ-30

小田急西新宿0十LACE 2F

契約期間

担当課

7年 q 月/ロ令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

、佃削泓

令和7年4月1日~令和8年3月3 1日

環境まちづくり部建築指導課

j今6q2》0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

額

品

名
住
称
所







件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

(仮称)神田錦町三丁目施設整備等業務にかかるモニタリング支援業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品委託、その他
口
ロロ

選定理由

(仮称)神田錦町三丁目施設のDB0事業者が区に提出するセルフモニ

タリング計画書および提出状況・要求性能確認書並びにその他募集要項

等において定める各業務に関する提出書類について、区が実施する確認

に関して、専門的知見から助言等を行う。

本業務は、令和6年度に契約した「(仮称)神田錦町三丁目施設整備等業

務にかかるモニタリング支援業務」に引き続き、令和5年度にプロポ、ニザ

ルで選定したDB0事業者の履行状況に関するセルフモニタリングの実施支

援を行うものである。それに加えて、令和7年度は実施設計や新築工事に

おける品質・コスト・スケジューノレ・施工性等について客観的な視点か

ら妥当陛の確認を行うとともに助言や支援等を行う。

そのため、本業務実施にあたっては、これまで得た知見を活用しっつ、

継続性・ー・体性を保つことが極めて重要であり、本業務はこれまでのコン

サルティング業務と密接不可分の関係にある。

下記業者は「(仮称)神田錦町三丁目福祉施設整備事業手法検討調査業務」

(令和2年度)及び「(仮称)神田錦町三丁目施設整備に係るアドバイザリ

一業務」(令和3、 4、 5年度)並びに「(仮称)神田錦町三丁目施設整備

等業務にかかるモニタリング支援業務」(令和6年度)の受託者であるた

め、当該整備予定施設の整備状況を熟知しており、それを踏まえてのアド

バイザリー業務が可能である。また、当該施設整備に関する区の検討状況

等も十分に把握しているため、精度の高いアドバイスに加えて、区の意向

に沿った資料作成や事例検討が担保できるとともに、事前準備等の履行期

間の短縮が考えられ、業務品質や経費面においても有利と認められる。こ

れまでの業務成績も良好であることから下記事業者を契約の相手方に指定

する。

2 ゞー'2_

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

法人名

所在地

令和

株式会社日本総合研究所

東京都品川区東玉反田二丁目18番1号

7年 q月/

2d 3

日

goooo 円(消費税を含む)



契約期間

担当課

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応してぃるので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日~令和8年3月31日

保健福祉部障害者福祉課・高齢介護課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

「





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

いずみこども園給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工 事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品':物品・医西その他

要

選定理由

いずみとども園の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する。

1.プロポーザル年度令和4年度(令和5年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

3.継続年数 3年

4.評価良好

業務成績良好なため、引き続き令和7年度においても下記事業者を

契約の相手方に指定する。

g/ダ~

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称

所

担当課

株式会社メフォス

東京都港区赤坂二丁目23番1号

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ワ年チ月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

之ξ, qチ0)ヌ37

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

名
住





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

お茶の水幼稚園給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・匡西その他

選定理由

要 お茶の水幼稚園の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する。

お茶の水幼稚園の給食調理業務を行うにあたり、調理従事者の休憩

室、配送トラックからの搬入口及び給食専用エレベーター等、お茶の

水小学校と共用する部分が多く、他事業者での委託が困難となってい

る。そのため、令和5年度に実施したお茶の水小学校給食調理業務の

プロポーザルによって選定された下記事業者をお茶の水幼稚園給食

調理業務の契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

ヲフ9

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社スエヒロ

東京都中央区銀座6-14-20

ワ年4月1令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

仟,171,ぢ"20

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

シノレバートレーニングスタジオ運営業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・匡ヲ、その他

要

選定理由

主体的に運動を続けることが困難な高齢者の外出を促し、体力が低

下していても安全に運動できる機会と地域活動・社会参加に関する情

報を提供することで、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるため

のネットワークづくりを目指す。

＼

千代田区社会福祉協議会は、地域福祉推進を目的とする団体として

社会福祉法第109条に規定された区内唯一の法人であり、これまでも

各種機関と連携しながら、地域住民の二ーズや困りごとに対する支援

活動を継続的に行ってきた。

また、区立高齢者総合サポートセンター「かがやきプラザ」の指定

管理者として施設運営や区内高齢者を対象とした事業運営等に携わ

ることで、千代田区の地域性や高齢者支援に関する課題も共有できて

いる。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

1ξ、J

契約の相手方

※契約年月日

円(消費税を含む)※契約金額

称 社会福祉法人千代田区社会福祉協議会

東京都千代田区九段南1丁目6番10号

かがやきプラザ4階

契約期間

所

担当課

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ワ年 q月1

戸価一

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

保健福祉部在宅支援課

29229,9¥フ

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

名
住



件 名

種

スポーツセンター・九段生涯学習館の施設予約管理システム運用およ

びソフトウェア保守業務

類

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

選定理由

口
ロロ 物品委託、その他

スポーツセンター・九段生涯学習館施設予約管理システムのシステ

ム運用およびソフトウェア保守業務を委託する。

スポーツセンター・九段生涯学習館施設予約管理システムは、下記

事業者と美津濃株式会社が共同で構築し、運用業務を実施している。

区は令和6年度に同システムのクラウドシステムへの移行やセキュ

リティの向上のため、下記事業者に業務を委託し、改修業務を実施し

た。本システムの運営保守業務を実施することができる事業者は、シ

ステムの構築及び改修を実施した下記事業者が唯一の事業者である

ことから、システムの保守業務契約の相手方に指定する。

6 ヲフ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

称

契約期間

クロスウェイ株式会社

大阪府吹田市豊津町27-12所

担当課

根拠規程

会和 7与4目la

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

地域振興部生涯学習・スポーツ課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

τ3ちq600

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

マンションにおける衛生環境整備事業に関する事務業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設信剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(蚕邑)その他

要 区内におけるねずみ被害のまん延を防止するため、その発生源とな

つているマンションの廃棄物集積所環境改善を行うことにより、生息

するねずみの個体数を減少させ、衛生的な生活環境の確保を図ること

を目的とする。

区内の分譲・賃貸マンションを対象に、マンションにおける廃棄物

集積所の環境を改善(ゴミストッカーの設置、区画の明確な分離のた

めの修繕費用など)にかかる費用助成に係る審査事務及び制度周知、

並びに事前相談、受付を行う。

選定理由

四7

(1)千代田区内のマンションに関する調査を5年ごとに実施し、区

内のマンションの管理組合や管理会社の連絡先を把握しており、速や

かに事業に着手することができる。

(2)マンション管理士が常駐しており、分譲マンションに関する総

合相談窓口で各種相談や関連の支援制度の案内を実施しているため、

併せてこの制度についての周知や申請を受けることができる。

(3)マンション連絡会の開催やマンションに関する情報誌の発行を

定期的に実施しているため、この事業について効率的に周知・案内す

ることができる。また、マンション連絡会等で普段から顔を合わせて

おり、マンション管理組合やマンション管理会社との信頼関係を築い

ている。

契約の相手方

※契約年月日

以上の理由から、下記法人と契約の相手方に指定する。

※契約金額

名称公益財団法人まちみらい千代田

契約期間

住所千代田区神田錦町3-21

η年 y "・/令和

令和 7年4月1日から令和 8年3月31日まで

日

/,P04クグク 円(消費税を含む)



担当課

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

環境まちづくり部住宅課

地方自治法施行令第167条の2第1項第 6 号







件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

旧外神田住宅1・2階部分の権利関係調整業務

工事

物品

概

特命随意契約理由書

士木・建設

物品委三

要

旧外神田住宅(以下「本建物」という。)の1・ 2階部分で居住や営

業等を行う権利者(以下「権利者」という。)の転出に伴う所有物の売

買・補償契約等の調整及び支援を行う。

・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

本業務は、本建物の1・2階で居住や営業等を行う関係者の権利状

況を整理し、低未利用区有財産となっている旧外神田住宅の有効利活

用等に対応できるよう、当該関係者の転出に伴う売買・補償契約の調

整支援業務を行うものである。

従前資産評価、資産の買取交渉、買取交渉成立後の契約手続支援業

務及び円滑な移転先斡旋業務に対応できることが条件となる。

下記業者は、昭和36年、 1都3県の住宅供給公社が出資し、建設大

臣の許可を経て公益法人として設立した。これまで防災機能・良好な

居住整備の確保、士地の合理的利用等を図るため、公共団体と連携し

「都市再開発法」による同潤会アパート(大正12年関東大震災復興住

宅)の建替え等の市街地再開発事業や「密集市街地整備法」による防

災街区整備事業などのまちづくりを推進しており、旧外神田住宅と同

様に複雑に権利関係の入り組んだ再開発等の事務局として、権利者の

生活再建や合意形成を多数行っている。

契約の目的を達成するためには、能力その他の複数の条件を満たす

ことが必要であって、全てを満たすものが1者に限定される。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

選定理由

g%

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

一般財団法人首都圏不燃建築公社

東京都港区芝浦三丁目9番1号芝浦ルネサイトタワ-17階

根拠規程

ワ年 Y月/ロ令和

契約締結日の翌日から令和8年3月 31日

政策経営部施設経営課

毛ヲ0今'00

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

含む)
、
、

称
所

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

筋力向上教室業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(蚕蚕)その他

要 65 歳以上の区民のうち、運動器の機能が低下してぃる者又はその

おそれのある者及び区が必要と認めた者を対象に、筋力向上プログラ

ムを実施し、運動器機能の向上、生活機能の改善を図る支援を行う。

また、参加者が教室終了後も自主的に運動を続け、継続的に介護予防

に取り組めるよう促す。

選定理由 1 プロポーザル年度令和4年度

(令和5年2月21日 4千保在支発第673号(令和5年度開始))

2 該当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3 継続年数 3年目

プロポーザルによって選定された下記業者を契約の相手方に指定す

る。

契約の相手方

IS 9

※契約年月日

※契約金額

号

契約期間

称

所

担当課

セントラルスポーツ株式会社

東京都中央区新川1-21-2

令手口 ?年q月/

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

保健福祉部在宅支援課

令和7年4月1日~令和8年3月31日

地方自治法施行令第167条の2第1項第

ぢ,/ 68,ρ00

日

健康サポート部

円 (非課税)

2
",

名
住





件

種

名

工事場所
(工事案件のみ)

類

概

区立学校と産官学連携調整コンサルティング業務

特命随意契約理由書

工事

物品

要

選定理由

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・(委診、その他

産官学連携推進事業において、学校と産学等の連携にあたり、その

仲介の役割を果たす区立学校と産官学の調整コンサルティング業務

を委託する。

「区立学校と産官学連携調整コンサルティング業務」は、産学等が

区立学校に提供できるプログラム新規開発支援、区立学校からのプロ

グラム実施要請への対応、産学等への連携要請、実施内容の企画支援

等を行う調整役としての役割を担う業務である。

つまり、区立学校と企業等との橋渡し役として双方の事情や要望を

理解し、双方への働きかけを円滑かつ効果的に行えるものが業務を担

うべきである。特に、学校との連絡調整に関しては、区立学校の特性

を理解した上で、「新しい学びの形」や「個別最適な学び」との整合

性を図ることが重要である。

また、新たな連携先の開拓やプログラムの開発においては、企業の

C銀活動に知見が必須となる。

下記の事業者は区内に所在し、区の地域学校協働活動推進委員とし

て学校と信頼関係・協力体制を構築し、地域や区内の企業等と学校と

の橋渡し役として、連絡・調整を行ってきている。

なお、産学官連携プロジェクトなど自治体、団体、民間を繋ぐ地域

ブランディング事業を専門的に行っている事業者であり、本区や各学

校の特性を理解した上で、学校との連絡調整を円滑に行い、魅力的な

プログラムの開発支援が可能である。

企業等に対しては、CSR活動推進支援をすることで企業ブランディ

ングのサポートしており、企業等のシーズ・ニーズを把握した上で、

学校・企業等双方に効果的なプログラムの開発をするための資質と経

験を兼ね備えている。

本契約の目的達成、能力その他の複数の条件を満たすことを要し、

ーつーつの条件別に満たすものは存在するが、全ての条件を満たす者

が1者に特定されている。

以上のことから、下記の事業者を契約相手方に指定する。

500

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

令和ワ年チ月1

合同会社 STERAUM (ステラウム)

千代田区二番町9-3T1正弘SE麹町

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

司08qooo

日

代表中間貴恵

円(消費税を含む)

称
所

名
住



担当課

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

子ども部子ども総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
/

、







件

種

名

＼

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

麹町保育園総合管理業務

概

工

選定理由

事

物

要

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委詔、その他品

麹町保育園の清掃・設備管理業務

下記業者は、平成15年12月千代田区建物管理委託運用指針(平成

19年12月改訂)に基づき、令和6年度当初契約案件として見積競争

により委託業者として選定された事業者である。令和6年度の業務成

績は良好なため、引き続き同条件で、令和7年度に限り契約の相手方

に指定するものである。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

伊仟

契約期間

材、 株式会社フジクリーン千代田支店

東京都千代田区神田佐久間町二丁目12番

担当課

所

令和 7年千月{

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部子ども施設課

ル804ゆ口

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

名
住





件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

子ども部業務推進に伴う法的支援業務

概

特命随意契約理由書

事

要

品

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭詔、その他

選定理由

①法律全般にわたる口頭又は文書による相談・助言

②法律的処理を必要とする事案の調査、情報や証拠の収集

③法律的処理を必要とする事案に関する交渉及び説明会への立会い

④契約書その他の法律文書等の作成及びその内容の検討

本業務に関しては、法律問題や法律的知識が必要な事柄が生じた場

合について幅広い知見と、地方自治体特有の法的課題に対応するため

の高い専門性が求められる。このため、法令全般に精通するとともに

地方自治体における法的課題への対応についての専門性を持つ弁護士

による支援を随時受けることが必要不可欠である。

下記弁護士は、他の地方自治体の法律顧問を務めるとともに地方自

治体への勤務経験を有するため、地方自治体特有の法的課題について

高い専門性を有している。

加えて、本区の子育て・教育行政に係る法律相談も'多数受けてきた

実績があり、本区の.実情や条例等も熟知していることから、相談に対

して適切な指導・助言ができる。

上記を満たす弁護士は限られることから、下記の者を相手方として

指定する。

2?8

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

令和 7年4月1

豊島総合法律事務所弁護士渡辺祥聡

東京都千代田区平河町一丁目1番8号麹町市原ビル9階

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部子ども総務課

、

地方自治法施行令第167条の2第1項第ミ号

1700,000

日

円(消費税を含む)

1

称
所

名
住

゛

工
物





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

人材派遣業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設清剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、区が業務

上必要とする人材派遣業務(一般労働者派遣事業)を迅速かつ安定的

に実施する。

2.プロポーザル年度令和4年度

(令和4年12月14日付4千政人事発第14Ⅱ号令和5年度

開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3.継続年数 3年

4.評価良好

以上の理由から、引き続き令和7年度においても下記事業者を契約の

相手方に指定する。

6野

ノ

契約の相手方

※ 契約年月日

※

名称

住所

契約金額

契約期間

株式会社パソナ

東京都港区南青山3-1

担当課

令和 ▽年4月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

23,41 6ヨ・70
学他契約のため;契約金額は支出限度額 円(消費税を含む)楽

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部人事課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

PASONASQUARE30

日



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

人材派遣業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設信剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、区が業務

上必要とする人材派遣業務(一般労働者派遣事業)を迅速かつ安定的

に実施する。

プロポーザル年度令和4年度10

(令和4年12月14日付4千政人事発第1411号令和5年度

開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3.継続年数 3年

4.評価良好

以上の理由から、引き続き令和7年度においても下記事業者を契約の

相手方に指定する。

円(消費税を含む)

574

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

株式会社メディカル・コンシェルジュ

東京都渋谷区恵比寿南1-5-5

担当課

令和 7年4月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目につぃては、契約課で記入します。

楽学伯契 の六

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部人事課

14,ι 0 星,4q・0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

類



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

人材派遣業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設■剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、区が業務

上必要とする人材派遣業務(一般労働者派遣事業)を迅速かつ安定的

に実施する。

8.プロポーザル年度令和4年度

(令和4年12月14日付4千政人事発第1411号令和5年度

開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3..継続年数 3年

4.評価良好

以上の理由から、引き続き令和7年度においても下記事業者を契約の

相手方に指定する。

573

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

旭化成アミダス株式会社

担当課

令和▽年4月{

東京都神田錦町3-22 テラススクエア5階

根拠規程

ノ

11易 6〒・5,070
※申価契約のため、契約金翻技限度額

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部人事課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

千代田区コミュニティソーシャルワーク事業実施業務

工事

物品

要

士木・建設信剣肩・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・^、その他

高齢者、障害者、ひとり親家庭を含む子育て世代、ひきこもり等の

孤立、生活困窮者等さまざまな問題を抱える区民を包括的に支援する

仕組み、基盤づくりを通じて地域コミュニティを育成し、「地域共生

社会」を実現するため、コミュニティソーシャルワーク事業を実施す

る。

選定理由 本事業の実施において、複合的な課題を抱える住民等からの相談を

適切に受けとめて対応するためには、介護や障害、子育て、生活困窮

など区の関係機関のほか、社会福祉法人、医療機関、民生・児童委員

や町会などとの連絡調整が必要不可欠である。

下記事業者は、町会福祉部やサロン活動、ボランティアに対する支

援のほか、区内福祉専門職への研修等を通じて地域福祉の推進に取り

組むことで、区内の関係機関や地域住民との関係を長年にわたり構築

している。また、万世橋出張所内に「アキバ分室」を開設し、神田地

域の身近な相談・活動拠点となっている。

令和6年度から社会福祉士等の専門職をコミュニティソーシャル

ワーカーとして神田地域に配置の上、実施する本事業は、すでに下記

事業者が実施している事業と関連して行うものであり、総合的に本事

業を行えるのは、下記事業者に限られる。

以上の理由から、下記事業者を契約の相手方に指定する。

q22

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

材、 社会福祉法人千代田区社会福祉協議会

東京都千代田区九段南一丁目6番10号所

担当課

?年q月/令和

根拠規程

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

保健福祉部福祉総務課

之Uナ乞q今9

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

名
住



0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。



0

件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区ファミリー・サボート・センター事業

特命随意契約理由書

概

工 事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品.物品・(蚕盆)その他

要

千代田区指定箇所

育児の支援を行いたいもの(以下「支援会員」という。)と育児の

支援を受けたいもの(以下「依頼会員」という。)を会員として、千

代田区ファミリー・サポート・センター事業を実施し、会員相互の支

援活動の調整等を行うことにより、仕事を家庭の両立及び子育て家庭

の支援を図る。

選定理由 下記法人は、すでに地域住民が相互に助け合うためのサービス業務

として、ボランティアセンター・ふたぱサービスや、子育てサロンな

ど地域に根差した同様の事業又は、子育て支援のノウハウを活用した

事業を行っている。

本事業の実施にあたっては、①イ衣頼会員は在住者で、支援会員は在

住・在勤・在学であるため、地域住民相互の援助活動を行っているこ

と、また、②地域との連帯業務を行っていることが必要である。これ

ら条件については、千代田区内を活動拠点として全ての条件を満たす

ものが1者に特定されるものである。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方として指定する。

4y /

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称、

担当課

所

社会福祉法人千代田区社会福祉協議会

東京都千代田区九段南1-6-10

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

7年 q月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

J、

子ども部児童・家庭支援センター

/'ξ2上aクク

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/ロ

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区立軽井沢少年自然の家総合管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i司、その他

千代田区立軽井沢少年自然の家の総合管理業務として、予約・運

営・地域協力業務及び施設維持管理業務を委託する。

本業務は公募型プロポーザルにより選定された下記業者により平

成25年度から平成27年度まで継続して業務委託し、平成28年の業

者選定委員会にて下記業者の随意契約が承認され、毎年度継続協議を

諮ってきた。

施設所在地で本業務を行えるのは下記業者のみである。また、下記業

者は迅速な対応で業務成績評価も良好であり、利用者からも高評価を

得ている。

以上の理由から、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

53仟・'

※契約年月日

※契約金額

名称軽井沢フード株式会社

契約期間

住所長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢10-8

担当課

ワ年千月1令和

根拠規程

76,フヲ▽,多20
峯税伯怖契約のため、契約金額は支出限度額

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0、※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部子ども施設課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

投票用紙自動分類機制御用端末の購入

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品<匝亜>委託、その他

選定理由

要 投票用紙自動分類機GTS-1000の制御用端末を購入し、各選挙の

開票事務に使用する。

投票用紙自動分類機の制御用端末は、同分類機の開発企業を通じて

購入及び設定したものでなければ、運用等サポートにおいて機械の

正常な動作が保証されない。このため、下記の業者を契約相手とす

る。

契約の相手方

※契約年月日

カク

※契約金額

1

納入期限

グローリー株式会社首都圏支店

東京都文京区本郷3-14-7 NF本郷ビル

担当課

7年 y 月/ロ令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示しだ項目については、契約担当課で記入します。

令和7年5月31日

9,yアP,OPグ

選挙管理委員会事務局

円(消費税を含む)

地方自治法施行令第167条の2第1項戸2号

名
住
称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

被災者生活再建支援システム保守業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物品・倭^その他品

選定理由

被災状況の調査から、その結果集約、り災証明書発行と、それによ

り作成する被災者台帳を用いた被災者への生活再建支援の進捗管理

を一括して行う被災者生活再建支援システムについて、機能を維持す

るため機器の保守契約を締結する。

1 導入年度令和2年度更新(特命随意契約)

2 被災者生活再建支援システムは、東京都が「東京都地域防災計画」

に基づき平成26年度に都内全自治体に導入したもので、京都大学、

新潟大学、東京都、NTT東日本(東日本電信電話株式会社)が過去

の災害をもとに開発したものである。

対象となる区民のデータは、住民基本台帳データベースから取

り込むなど、既存のシステムと密接不可分の関係にあり、同一の

者以外では責任区分が不明確になり、また、故障発生時の原因究

明・故障修理などの対処が困難になるなど、業務の履行を達成で

きない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

クy

その他工事

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

東日本電信電話株式会社東京事業部

東京都港区西新橋3-22-8

担当課

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

年ψ月/

令和7年4月1日から令和7年7月31日

政策経営部災害対策・危機管理課

/, Pクク,ク6 d

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

円(消費税を含む)

7口禾令





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

、

インターネツト行政情報サービス(iJAMP)の利用

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物 品:物品・委託、その他

要

選定理由

区の事務事業の推進や政策立案等に役立てるため、区職員が業務用

PC端末から最新の行財政ニュース、官庁ニュース等を閲覧できる行政

情報サービスを利用する。

区の事務事業の推進や政策立案にあたっては、中央官庁や、他の地

方公共団体等に関する最新情報を把握する必要がある。

「iJ脳P」は、中央省庁や地方公共団体の動向、政治・行政・社会

ニュース等を行政職員向けにりアルタイムで配信するサービスであ

る。中でも、同社の「官庁速報」は、記事の9割以上が新聞やインタ

ーネツト等のマスメディアには配信されていない専門的な行政ニュ

ースであり、国や地方自治体の広範にわたる政策情報等を日刊で配信

するこのサービスを提供しているのは、当該業者のみである。

また、「iJAMP」は優れた画面構成や操作性で扱いやすく、庁内職員

が操作に習熟しており、業務上必要な情報を十分に得ることができる

ものである。

よって、下記業者を契約の相手方として指定する。

/タ、' y

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む→

契約期間

称、 株式会社時事通信社

東京都中央区銀座5-15-8所

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

y 月/7年

令和7年4月1日から令和8年3月31日

政策経営部企画課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

ムゞと々600

日

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

九段中等教育学校統合型校務支援システム保守管理支援業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査

物品:物品委託、の他

選定理由

要 統合型校務支援システム安定稼働のための保守管理支援

1、プロポーザル年度令和6年度

(令和6年4月18日付6千中等シ発第12号)

2、該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条4項

3、継続 2年

4、評価良好

当該システムの構築者であり、継続2年目である。本システムの性質

上、同一業者のメンテナンスが不可欠であり、設定業者以外の者が履

行した場合、既存のシステム運用に著しく支障が生じる恐れがある。

また、不具合発生時の原因究明、故障修理など部材の交換まで一貫し

て行う事ができ、早期復旧の期待が出来る。

以上の理由により、業務成績は良好なため、引き続き令和7年度に

おいても、下記業者を契約の相手先に指定する。

679

契約の相手方

その他工事

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

テクマトリックス株式会社

東京都港区港南1丁目2番70号

担当課

▽年仟" 1令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

26,7g 6,t 60

九段中等教育学校経営企画室

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)



件 名

種

区民歯科健診問診・言己録票のぺーパーレス化にかかる実証実験シス

テムの構築及び運用・保守業務

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・1委臣1、その他

要 紙の問診・記録票を使用し実施している区民歯科健診において、デ

ジタル化を推進することで健診受診時等の利便性を向上させ健診受

診率の増加を図る。また、医療機関、歯科医師会、千代田区において

タイムラグなく情報連携を行うことで3者の事務負担の軽減も図る。

令和6年度に構築したシステムの運用・保守業務を委託する。

選定理由 1 プロポーザル年度令和6年度

(令和6年6月20日.付 6千保健推発第279号)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4

継続年度_____2.年_________

qぶ、 1

契約の相手方

業務成績は良好なため、令和7年度においてもプロポーザルによ

つて規定された下記事業者を相手方に指定する。

※契約年月日

※,1 契約金額 円(消費税を含む)

株式会社ミラボ

東京都千代田区神田駿河台4-1-2

ビノレ8階

契約期間

ステラ御茶ノ水

担当課

7年〒月ノ令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

保健福祉部健康推進課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

U今上ク00

2
 
号
 
3

名
住
称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

人材派遣業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設信剣肩・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、区が業務

上必要とする人材派遣業務(一般労働者派遣事業)を迅速かつ安定的

に実施する。

6.プロポーザル年度令和4年度

(令和4年12月14日付4千政人事発第1411号令和5年度

開始)
゛

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3.継続年数 3年

4.評価良好

以上の理由から、引き続き令和7年度においても下記事業者を契約の

相手方に指定する。

641

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称アデコ株式会社

円(消費税を含む)

契約期間

住所東京都千代田区霞が関3-フ-1

担当課

令和 7年弓月1

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

楽

j,・,82弐ユフ0
イ西契約のため、契約金額は支出限度額

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部人事課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

生活保護システム標準化・ガバメントクラウド対応作業

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要 令和3年9月1日施行の「地方公共団体情報システムの標準化に関

する法律」に基づき、標準化の対象となる業務のシステムについては、

国が整備するガバメントクラウドを利用したうえで、国が定めた標準

仕様に適合した「標準準拠システム」への移行が求められているため、

国から公表されている資料「生活保護システム標準仕様書【第1.1版】」

をもとに移行作業を実施する。

選定理由

その他

生活保護システムについて、下記の事業者がプロポーザル期間(平

成28年度から令和2年度まで)及びプロポーザル延長期間(令和3

年度から令和7年度まで)の保守業務を行ってきた。さらに、令和6

年度に標準準拠システムに移行するための準備としてのFit&GaP作

業も実施しており、評価は良好である。

今回の作業は当該システムの特許権、著作権、その他の排他的権利

を有するシステム開発者にしかできない改造、再構築に係る作業であ

る。また、作業内容が既存システムと密接不可分の関係にあり、同一

の開発者以外の者に履行させるとシステムの運用に著しく支障が生

じる恐れがある。

以上の理由により、下記の事業者を契約の相手方に指定する。

7Pf

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称:株式会社日立システムズ

契約期間

住所:東京都品川区大崎1-2-1

担当課

q年4月令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで

保健福祉部生活支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

る/,るDク, 000 円(消費税を含む)

物品:物品 @



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

千代田区産後ケア事業クーポンシステム運用保守業務

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

概

物品、物品(重璽シその他

特命随意契約理由書

要 本区が提供する産後ケア事業について、区・利用者・実施施設が相互に利

用状況を管理できるシステムを構築することで、区及び実施施設のより適切

かつ効率的な管理を可能とすることに加え、多忙な子育て世帯の負担を軽減

し、利便性向上を図る。

選定理由 下記事業者は、平成27年10月から本区の「予防接種と育児応援Webア

プリ(以下、「予防接種アプリ」)」において母子保健サービスを継続して提

供しており、既に多数の利用登録者を抱えている。いずれのシステムも利用

対象とするのは妊娠期から産後の母親であることに加え、共通のアカウント

で使用することができることから、同一事業者のシステムを導入することで

利用者の負担を軽減し、利便性向上を図ることができる。

予防接種アプリ、産後ケア事業に係る利用管理システムそれぞれを提供す

る事業者は他にも存在するが、システム導入の目的を達成し、その効果を最

大化できるシステムを提供できるのは、各システムを共通のアカウントで使

用可能な仕組みを構築し、かつ、すでに本区の予防接種アプリを提供してぃ

る下記業者だけである。以上の理由から、下記業者を契約の相手方とする。

契約の相手方

(

q q2_

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

根拠規程

株式会社ミラボ

千代田区神田駿河台4-1-2

令和 7年y月/日

(消費税を含む)/,6 ξ'oyo0円

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

保健福祉部保健サービス課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

ステラお茶の水ビル8階

称
所

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

人材派遣業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設情剣庸・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、区が業務

上必要とする人材派遣業務(一般労働者派遣事業)を迅速かつ安定的

に実施する。

プロポーザル年度令和4年度12

(令和4年12月14日付4千政人事発第1411号令和5年度

開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3.継続年数 3年

4.評価良好

以上の理由から、引き続き令和7年度においても下記事業者を契約の

相手方に指定する。

円(消費税を含む)

4▽2

契約の相手方

※ 契約年月日

※

名称

住所

契約金額

契約期間

株式会社りクルートスタツフィングβ,0ソソ,・j才>営当リ

東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト

担当課

令和ワ年仟月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

楽単イ而

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部人事課

ワ q,ヲフ〒,68'ξ
、のため、は

地方自治法施行令第167条の2第1項第2'号

日



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

士木工事CAD ソフト AutocAD2025 の調達(第812号)

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品<蚕盆>その他品

日常業務で使用する図面作成ソフトウェアAutocAD を含む「士木

工事CADシステム」は全庁LANセキュリティ上、既存のLAN とは

物理的に切り離した独自の業務用LANを構築している。

本件は、その中心で運用している「士木工事CAD ソフト」となる

最新版AutocADを 18ライセンス調達するものである。

選定理由 本ライセンスについては、令和6年度まで機器と共にりース契約を

締結し利用していたが、令和7年度より販売店であるAutoDesk社の

方針により、リース会社がライセンスを調達できなくなり、販売店が

指定する代理店とエンドユーザーが直接契約を締結する必要が生じ

ている。

下記事業者は販売店が指定する代理店であり、区がりース契約での

運用を開始する前に直接契約していた事業者である。リース契約での

運用を開始する際には、区の課題や使用状況を踏まえた提案を作成し

ており、また、現在まで引き続き研修を開催する等、区に適したソフ
ry

トウェアの運用に精通している。

そのため、下記事業者と契約を契約の相手方とする。

yクd

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

3F

契約期間

称 大塚商会中央第ICADグループ販売1課

東京都中央区日本橋大伝馬町10・1 柿原林業ビル

担当課

所

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表
項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

7年 q月/

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

環境まちづくり部道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第◎号

/,22..フ,6 d ク

日

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

保田臨海学校運営,業務

概

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・委託、ぐξ三匝>

要

選定理由

千葉県保田海岸で実施する臨海学校の開催にあたり、児童・引率等

が宿泊し、食事の提供を受けるため施設を借上げ、参加児童が安全に

遊泳を行うための事業の運営補助を委託する。

本事業の実施施設については、海水の環境状況が良好である7月2

0日から7月31日頃までの間に学校利用ができる施設であること

や、児童の安全の確保と事業の円滑な運営を確保するために以下の条

件を満たす施設であることが必要である。

①100名以上の宿泊が可能な施設であること。

②学校の受入実績があり、食堂・浴室・学習スペース等が十分確保

できること。

16今

宿泊規模及び客単価の水準以内で、以上の条件を満たす施設は、サ

ンセットブリーズ保田に特定される。

このため、当施設を運営する下記事業者を契約の相手方に指名

する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

所在地

株式会社R.project

千葉県安房郡鋸南町大六1032

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

7年4月10

契約締結日の翌日

子ども部学務課

q,1夕Σ6 VC

地方自治法施行令第167条の2第1項第2夛

i'^J 令和7年7月31日

円(消費税を含む)

1



件

種

名

概

類

都市計画情報提供システム改修業務

特命随意契約理由書

要

円(消費税を含む)

事

本業務は、千代田区内の都市計画に関する情報を公開している都

市計画情報サイトについて、都市計画に関する更なる情報発信と新

たなサービス展開を目的としたシステム改修と、必要データの作成

を実施する。

また、都市計画情報と関連のある千代田区道路台帳を公開するた

め、新たなアプリを構築する。

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品く〔蚕訟その他品

選定理由 1 導入年度平成28年度

下記業者は、本システムの開発業者である。システムの改修業務

を実施するにあたり、既設の機器、設備、情報処理システム等と密

接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確にな

り、また、故障発生時の原因究明・故障修理など対処が困難になる

等、業務の履行を達成できないものである。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

4&ξ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

7年 q "之,/ロ令和

根拠規程

ESR1ジャパン株式会社

千代田区平河町2-フ-1

りゞゞク加
令和7年5月1日から令和7年10月31日まで

環境まちづくり部景観・都市計画課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

工
物

名
住
称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

マイナンバーカード交付予約システム運用保守,業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・^、その他品

選定理由

マイナンバーカード交付予約システムの円滑な運用および安定的

な稼働維持のため、当該システムの運用保守業務を実施する。

本システムは下記業者が当区仕様にシステムをカスタマイズして

おり運用保守業務を実施している。本システムの運用保守業務につい

ては既設のシステムと密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責

任が不明確になるほか、故障時の原因究明、故障修理などが困難にな

るなど、業務の履行が達成出来ない。

以上の理由により下記の業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

S'之0

※契約年月日

'

日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

デロイトトーマツコンサルティング合同会ネ士

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

丸の内二重橋ビルディング

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

7年 q月/

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

地域振興部総合窓口課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

丘"6/8ク

名
住
称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

戸籍への氏名の振り仮名登録等業務(通知書作成・発送業務)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品(蚕璽)その他

選定理由

要 戸籍法等の改正に伴い、氏名の振り仮名の登録を行うため、「通知

書作成・発送業務」を委託する。

1.プロポーザノレ年度令和6年度

(令和6年12月12日付6千地総窓発第440号令和6年度開始)

2.対象千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3.継続年数 2年目

4.評価:良好

業務成績良好のため、令和7年度においてもプロポーザル方式によ

り選定した下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

タ//

名称株式会社DNPデータテクノ

契約期間

住所東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号市谷加賀町ビル

担当課

q "/令和 ワ年

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

'
重、

令和7年4月1日から令和7年12月31日まで

4ν

地域振興部総合窓口課

/ 3971/之6
の、

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

は 額
円(消費税を含む)



件 名

種

戸籍への氏名の振り仮名登録等業務(届出窓口・入力・コールセン

ター等業務)

類

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品く蚕璽)その他

要

選定理由

戸籍法等の改正に伴い、氏名の振り仮名の登録を行うため、「届出

窓口・マイナポータノレ案内業務」「届書入力・スキャン業務」「コーノレ

センター業務」「特設サイトの作成」「web 動画の作成」「広報チラシ

の作成」「出張説明会の開催」を一括して委託する。

1.プロポーザノレ年度令和6年度

(令和6年12月12日付6千地総窓発第440号令和6年度開始)

2.対象千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3.継続年数 2年目

4.評価:良好

業務成績良好のため、令和7年度においてもプロポーザル方式によ

り選定した下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

6y9

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

J

材、

契約期間

株式会社DNPデータテクノ

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号市谷加賀町ビル

担当課

所

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

こ_、ジf<。'、_1ソい 1<、い項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には弘当しない項目が含まれてい

'7年午月/

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

地域振興部総合窓口課

123,067,0 %

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

は支出限度額
V

、
t

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

情報セキュリティ監査及び研修業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委i回、その他

選定理由

本業務は、情報セキュリティや個人情報保護に関する監査や研修、

インシデント対応訓練、システム評価を実施することで、区全体の情

報セキュリティを強化し、区民から信頼されるサービスを提供するこ

とを目指す。

1.プロポーザノレ年度

令和6年度(令和7年3月3日付6千政情シ発371号)

2.根拠

千代田区プロポーザノレ方式業者選定実施要綱第8条4号

3.継続年数

初年度

プロポーザル方式により選定した下記事業者を契約の相手方に

指定する。

7eo

契約の相手方

※契約年月日

円(消費税を含む)※契約金額

称 ジーブレイン株式会社

京都府京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町

契約期間

所

担当課

ノ)

令和

369番地の3

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

η年

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

チ月

政策経営部情報システム課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

36,90ζ',000

/ロ

名
住



/'ノ、

件

種

名

工事場所

(工事案件の

み)

類

千代田区役所本庁舎清掃等業務

特命随意契約理由書

工事

物品

概

士木・建設

物品・委託

要

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎維持管理業務の共通仕様に

含まれていない、千代田区独自(千代田図書館の休日清掃等)の清掃

等業務を行う。

・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

本庁舎のPF1事業終了に伴い、庁舎の維持管理業務については、

建築設備管理業務、清掃等業務、警備保安業務等の個別の業務の共通

仕様に基づき、財務省が実施する一般競争入札により決定した落札者

を相手方とし、国の入居官署とともに契約締結を行うこととなってい

る。

しかし、障害者対応などの区民サービスや千代田図書館の休日開館

業務は、区独自の業務となることから国との共通仕様に包含すること

ができず、区の個別契約案件となるが、本業務を共通仕様に基づく清

掃業務との連携を図ることにより効率的かつ臨機応変な対応が可能と

なるほか、緊急時の迅速な対応が期待できる。

以上のことから、下記事業者を契約の相手方に指定する。

選定理由

?92

Z SI098,(-00

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

日

円(消費税を含む)

契約期間

株式会社クリーンエ房

埼玉県さいたま市中央区新都心Ⅱ-2

さいたま新都心LAタワ-30階

担当課

令矛ヨ

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

7年 q力/

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

名
住
称
所





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

例規検索システム等運営業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品<蚕璽>その他

選定理由

要 区が保有する例規及び要綱並びに法令データを編集してデータベー

ス化し、 web上で閲覧・検索ができるシステムの運営を行う。

1 プロポーザル年度平成30年度

(平成30年10月29日付、 30千政総務第254号平成31年度開始)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第

4万

3 継続年数 7年目

4 評価良好な業務成績
J

5 更新令和5年8月17日付5千指業選委第7号

指名業者選定委員会承認

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても下

記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

ξqd

.

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

円(消費税を含む)

第一法規株式会社

東京都港区南青山二丁目Ⅱ番17号

担当課

7年 q"/令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

q,92! 672







件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

WindowSⅡアップデート展開業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

Wind0眺Ⅱ移行検証業務において実施した端末及びシステムの検

証・改修、移行計画を基に、全庁LAN端末をWmdowS11にアップデー

トすることを目的とするものである。

下記事業者は、全庁LANシステム・サーバーを設計・開発をした事業

者であり、その後の運用保守業務及び各種拡張業務も引き続き行ってぃ

る。

WindowS11へのアップデートは、全庁LAN端末や全庁LANシステムに

変更を加えるため、既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分

の関係にあり、この業務を全庁LANシステム開発者以外の者に履行させ

た場合、責任区分が不明確になり、また、故障発生時の原因究明・故障修

理などの対処が困難になるなど、当該システムの運用に著しく支障があり、

業務の履行を達成できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

1

フ7d

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

所在地

東日本電信電話株式会社東京事業部

東京都港区西新橋三丁目22番8号

担当課

η年チ三 2ξB令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで

政策経営部情報システム課

39 600,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

IDaaS 構築業務

概

特命随意契約理由書

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品・委託、その他
口
ロロ

今後、区が目指すロケーションフリーな働き方及びSaas(クラウドサービス)

の利用拡大の前提となるΦ肌S(D管理やアクセス権限管理を円滑化する認

証基盤)の構築業務を実施する。本件業務によって、1Dやパスワード、アクセ

ス権限等を一元管理による業務効率化及ひ利便性が向上するとともに、権限

の適切な管理が実現する。また、saaS利用時のセキュリティが強化されること

により、全庁LAN端末で連携・利用可能なSaaSの拡大が見込める。

選定理由

'

下記事業者は、令和5年2月から稼働を開始した全庁LANシステムを

構築した事業者である。

全庁LAN関連機器の構築・設定を行う事業者は、全庁LANシステム

に関連する既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分の関係

にあり、この業務を全庁LANシステム開発者以外の者に履行させた場合、

責任区分が不明確になり、また、トラブル発生時の原因究明・修正などの対

処が困難になるなど、当該システム及び関連システムの運用に著しく支障

が出る恐れがある。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

7中

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

所在地

東日本電信電話株式会社東京事業部

東京都港区西新橋三丁目22番8号

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

q 年仟月

契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで

ヲK , q60,000

政策経営部情報システム課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

円(消費税を含む)

1

当課旦





件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

情報セキュリティインシデント防止支援業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設■劉蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

口
その他

要 区における情報セキュリティインシデントは、ヒューマンエラーが

主要因となっている。専門的かつ高度な知識を基に、区で実際に発生

した情報セキュリティインシデントの分析及び分析結果に基づく有

効な対策を立案・実施することで、特にヒューマンエラーによる情報

セキュリティインシデントの発生を抑止することを目的とする。

選定理由 1 プロポーザル年度

令和6年度(令和7年3月28日付6千政情シ発第408号)

2 盲亥}旨

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3 継続年数初年度

プロポーザル方式により選定した下記事業者を契約の相手方に指

定する。

るル

契約の相手方

※契約年月日

名称

※契約金額

住所

有限責任監査法人トーマツ

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

丸の内二重橋ビルディング

契約期間

担当課

7年令和 y 月/

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで

ぶSO//,9JI

政策経営部情報システム課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円 q肖費税を含む)

物品:物 @

類
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